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２ 報告事項 

 (1) 教育長報告 

 (2) 各課報告事項 

  ① 令和７年秋の教育長表彰について（教育総務課）           ･･･２３ 

  ② 共催及び後援について（教育総務課）                ･･･３０ 
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３ その他 

次回の定例教育委員会の日程について（案） 

   日 時  令和７年１２月２３日（火）１４時００分 

   会 場  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 



議案第４１号 

   唐津市教育委員会教育長の給与改定に係る意見について 

 唐津市職員給与条例等の一部を改正する条例制定について教育委員会の意見を求

める。 

  令和７年１１月２７日 提出 

唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  国及び佐賀県の給与改定に準じて教育長の期末手当を改定するに当た

り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、議会

の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められたもので

ある。 
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条 例 案 の 概 要 

 

１ 条例案の題名 

  唐津市職員給与条例等の一部を改正する条例 

 

２ 改正理由 

  人事院勧告等に準じ改正するもの 

 

３ 条例案の内容 

 (1) 唐津市職員給与条例の一部改正（第１条及び第２条） 

ア 給料表の改定 

     県に準じて職員給与と民間給与との較差 11,005 円（3.07％）解消のため、

月例給引上げ 

   【行政職給料表】 

    初 任 給：大卒 13,700 円（6.21％）、高卒 14,200 円（7.55％）引上げ 

    初任給以外：若年層に重点を置き、初任給から改定率をなだらかに逓減さ

せる形で引上げ 

   【その他の給料表】 

    行政職給料表との均衡を基本に改定 

イ 初任給調整手当の改定 

  医療職給料表（1）の引上げ改定に伴い、医師に対する初任給手当（支給限

度額）を改定 月額 416,600 円→417,600 円 

ウ 宿日直手当の改定 

    国、県に準じて、宿日直手当の限度額を改定  

１回あたり 4,400 円→4,700 円 

エ 期末手当・勤勉手当の改定 

・国、県に準じて、期末・勤勉手当の年間の支給月数を０．０５月分引上げ 

（暫定再任用にあっては、０．０５月分引き上げ） 
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・期末・勤勉手当年間支給月数：４．６月分→４．６５月分 

（暫定再任用にあっては、２．４月分→２．４５月分） 

 

(ｱ) 一般職の職員（暫定再任用職員、特定任期付職員を除く）                

年 度 区 分 ６月 １２月 合計（月） 

現 行 
期末手当 1.25 1.25 2.5 

4.6 
勤勉手当 1.05 1.05 2.1 

令和７年度 

(改正後) 

期末手当 1.25 1.275 2.525 
4.65 

勤勉手当 1.05 1.075 2.125 

令和８年度 

以降 

期末手当 1.2625 1.2625 2.525 
4.65 

勤勉手当 1.0625 1.0625 2.125 

（適用日：令和７年１２月１日…表中段、令和８年４月１日…表下段） 

(ｲ) 暫定再任用職員 

年 度 区 分 ６月 １２月 合計（月） 

現 行 
期末手当 0.7 0.7 1.4 

2.4  
勤勉手当 0.5 0.5  1 

令和７年度 

(改正後) 

期末手当 0.7 0.725 1.425 
2.45 

勤勉手当 0.5 0.525 1.025 

令和８年度 

以降 

期末手当 0.7125 0.7125 1.425 
2.45 

勤勉手当 0.5125 0.5125 1.025 

（適用日：令和７年１２月１日…表中段、令和８年４月１日…表下段） 

オ 通勤手当の改定 

   国に準じて、通勤のため自動車等を使用する職員に対する通勤手当の額を、 

   自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ次に定める額に改正 

区 分 現 行 改正後 

使用距離が片道１０キロメートル以上

１５キロメートル未満 
7,100円 7,300円 

使用距離が片道１５キロメートル以上

２０キロメートル未満 
10,000円 10,400円 

使用距離が片道２０キロメートル以上

２５キロメートル未満 
12,900円 13,500円 
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使用距離が片道２５キロメートル以上

３０キロメートル未満 
15,800円 16,600円 

使用距離が片道３０キロメートル以上

３５キロメートル未満 
18,700円 19,700円 

使用距離が片道３５キロメートル以上

４０キロメートル未満 
21,600円 22,800円 

使用距離が片道４０キロメートル以上

４５キロメートル未満 
24,400円 25,900円 

使用距離が片道４５キロメートル以上

５０キロメートル未満 
26,200円 29,100円 

使用距離が片道５０キロメートル以上

５５キロメートル未満 
28,000円 32,300円 

使用距離が片道５５キロメートル以上

６０キロメートル未満 
29,800円 35,500円 

使用距離が片道６０キロメートル以上 31,600円 38,700円 

 

(2) 唐津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正

（第３条及び第４条） 

  ア 給料表の改定 

    行政職給料表との均衡を基本に改定 

イ 期末手当・勤勉手当の改定 

特定任期付職員の期末・勤勉手当の年間の支給月数を０．０５月分引上げ 

年 度 区 分 ６月 １２月 合計（月） 

現 行 
期末手当 0.95 0.95 1.9 

3.65 
勤勉手当 0.875 0.875  1.75 

令和７年度 

(改正後) 

期末手当 0.95 0.975 1.925 
3.7 

勤勉手当 0.875 0.9 1.775 

令和８年度 

以降 

期末手当 0.9625 0.9625 1.925 
3.7 

勤勉手当 0.8875 0.8875 1.775 

（適用日：令和７年１２月１日…表中段、令和８年４月１日…表下段） 
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 (3) 市長及び副市長の給料その他の給与条例（第５条及び第６条）、唐津市教育

委員会教育長の給与等に関する条例（第７条及び第８条）、唐津市モーター

ボート競走事業管理者の給与等に関する条例（第９条及び第１０条）、唐津

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（第１１条及び第１２

条）の一部改正 

     市長、副市長、教育長、モーターボート競走事業管理者及び市議会議員の

期末手当の年間支給月数を０．０５月分引上げ 

年 度 区 分 ６月 １２月 合計（月） 

現 行 期末手当 1.725 1.725 3.45 

令和７年度 
(改正後) 

期末手当 1.725 1.775 3.5 

令和８年度 
以降 

期末手当 1.75 1.75 3.5 

（適用日：令和７年１２月１日…表中段、令和８年４月１日…表下段） 

 

４ 施行期日 

公布の日から施行する。 

ただし、次の事項については、各項目に記載する日からの適用又は施行とする。 

・令和７年 ４月１日適用…給与条例別表第１（行政職給料表）、別表第２ 

             （医療職給料表）、初任給調整手当、宿日直手当、

及び通勤手当並びに特定任期付職員条例第７条給

料表 

・令和７年１２月１日適用…改正後の令和７年１２月支給の期末手当及び勤勉

手当 

・令和８年 ４月１日施行…令和８年度以降支給の期末手当及び勤勉手当 
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議案第   号 

   唐津市職員給与条例等の一部を改正する条例制定について 

 唐津市職員給与条例等の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和７年  月  日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  人事院勧告等に準じ改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市職員給与条例等の一部を改正する条例 

（唐津市職員給与条例の一部改正） 

第１条 唐津市職員給与条例（平成１７年条例第５４号）の一部を次のように改正

する。 

第１２条第１項中「４１６，６００円」を「４１７，６００円」に改める。 

 第１７条第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、同号エ

中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同号オ中「１２，９００

円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００円」を「１６，６００

円」に改め、同号キ中「１８，７００円」を「１９，７００円」に改め、同号ク中

「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同号ケ中「２４，４００円」を

「２５，９００円」に改め、同号コ中「２６，２００円」を「２９，１００円」に

改め、同号サ中「２８，０００円」を「３２，３００円」に改め、同号シ中  

「２９，８００円」を「３５，５００円」に改め、同号ス中「３１，６００円」を

「３８，７００円」に改める。 

 第２５条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に改める。 

 第２７条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、同

条第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の 

７０」を「１００分の７２．５」に改める。 

 第３０条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改

め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 

別表第１～２ 略 

－ 7 －

（案）
 資料３



第２条 唐津市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に

改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、

「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第３０条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の     

１０６．２５」に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の 

５１．２５に改める。 

（唐津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 唐津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２６

年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、  

「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の１０５」を  

「１００分の１０７．５」に、「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に

改める。 

第４条 唐津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、  

「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「１００分の    

号給 給料月額 

１ ４１０，０００円 

２ ４６０，０００円 

３ ５１４，０００円 

４ ５８０，０００円 

５ ６６２，０００円 

６ ７７３，０００円 

７ ９０２，０００円 
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１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を「１００

分の８８．７５」に改める。 

 （市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正） 

第５条 市長及び副市長の給料その他の給与条例（平成１７年条例第５１号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改め

る。 

第６条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

 （唐津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第７条 唐津市教育委員会教育長の給与等に関する条例（平成１７年条例第５３ 

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改め

る。 

第８条 唐津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第４条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

 （唐津市モーターボート競走事業管理者の給与等に関する条例の一部改正） 

第９条 唐津市モーターボート競走事業管理者の給与等に関する条例（平成２８年

条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改め

る。 

第１０条 唐津市モーターボート競走事業管理者の給与等に関する条例の一部を次

のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

 （唐津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１１条 唐津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年条

例第４６号）の一部を次のように改正する。 
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第６条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改め

る。 

第１２条 唐津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条、第８

条、第１０条及び第１２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

 (1) 第１条中唐津市職員給与条例（以下「給与条例」という。）第１２条、第 

１７条、別表第１及び別表第２の改正規定並びに第３条中唐津市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「任期付職員条例」とい

う。）第７条の改正規定 令和７年４月１日 

 (2) 第１条中給与条例第２７条及び第３０条の改正規定並びに第３条中任期付職

員条例第８条の改正規定、第５条、第７条、第９条及び第１１条の規定 令

和７年１２月１日 

 （適用日前の異動者の号給の調整） 

３ 令和７年４月１日（以下「適用日」という。）前に職務の級を異にして異動し

た職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、そ

の者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡

上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行

うことができる。 

 （給与の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例（以下この項において「改正後の給与条

例」という。）、第３条の規定による改正後の任期付職員条例（以下この項にお

いて「改正後の任期付職員条例」という。）、第５条の規定による改正後の市長

及び副市長の給料その他の給与条例（以下この項において「改正後の市長及び副
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市長給与条例」という。）、第７条の規定による改正後の唐津市教育委員会教育

長の給与等に関する条例（以下この項において「改正後の教育長給与条例」とい

う。）、第９条の規定による改正後の唐津市モーターボート競走事業管理者の給

与等に関する条例（以下この項において「改正後の競走事業管理者給与条例」と

いう。）及び第１１条の規定による改正後の唐津市議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例（以下この項において「改正後の市議会議員報酬条例」とい

う。）の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の給与条例、

第３条の規定による改正前の任期付職員条例、第５条の規定による改正前の市長

及び副市長の給料その他の給与条例、第７条の規定による改正前の唐津市教育委

員会教育長の給与等に関する条例、第９条の規定による改正前の唐津市モーター

ボート競走事業管理者の給与等に関する条例及び第１１条の規定による改正前の

唐津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の

市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の競走事業管理者給

与条例及び改正後の市議会議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。 

 （施行に関する必要事項の委任） 

５ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 
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議案第４２号 

   唐津市小中学校トイレ洋式化整備計画（第２期）の策定について 

 唐津市小中学校トイレ洋式化整備計画（第２期）について策定するものとする。 

  令和７年１１月２７日 提出 

唐津市教育委員会     

教育長 栗 原 宣 康     

 

 唐津市小中学校トイレ洋式化整備計画（第２期） 

  別紙のとおり 

 

提案理由  唐津市小中学校トイレ洋式化整備計画（第２期）について、令和７年

１０月の定例教育委員会で協議の上、承認を得たため、整備計画を策定

するものである。 
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唐津市小中学校トイレ洋式化整備計画【第２期】 

（案） 

 

 

 

 

令和７年  月 

 

 

唐津市教育委員会 
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１ 計画策定の要旨 

本計画は、市立小中学校の校舎、屋内運動場・武道場及び教職員用トイレにお

ける和便器の洋式化（以下「トイレ洋式化」という。）を行い、利用者が安心・安

全で快適に利用できるように整備を行うものである。 

 

２ トイレ洋式化に係る今後の方針及び整備計画 

 (1) トイレ洋式化の優先順位 

  ① 校舎内の児童・生徒用トイレ 

  ② 屋内運動場及び武道場のトイレ 

  ③ 教職員用トイレ 

 (2) 洋便器が充足している小中学校及び屋外便所については、本計画の対象外と

する。ただし、屋外便所については、改築工事及び大規模改造工事を行う際に

整備についての検討を行う。 

 (3) 現在、長寿命化改修工事を実施している西唐津中学校については、本計画の

対象外とする。 

 

３ その他 

 (1) トイレ洋式化整備年次計画 

   別紙のとおり 

 (2) 便器数の設定 

  ① 校舎内の児童・生徒用トイレ 

    唐津市小中学校施設整備ガイドライン基づき整備した、過去１０年間の改

築工事及び大規模改造工事を実施した小学校及び中学校各２校の洋便器（大

便器）１基あたりの児童・生徒数の平均値を男女別に算出し、平均値（男子

トイレ：19 人/基、女子トイレ：11 人/基）を超える学校について整備を行う。 

  ② 屋内運動場及び武道場のトイレ 

    和便器の全てを洋便器とする。 

  ③ 教職員用トイレ 

    和便器の全てを洋便器とする。 

 (3) その他の改修 

   学校のトイレの現状に応じた改修を行うため、必要に応じて既存ブースの改

修を行うこととする。 

 (4) 計画外の和式トイレについて 

   本計画の整備後に残置している和式トイレ（大便器）については、学校への

ヒアリングを実施し必要数を残し、それ以外は閉鎖することとする。 
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令和８年度 令和９年度 令和１０年度

校舎
児童・生徒用

屋内運動場
・武道場

教職員用

東 唐 津 小 学 校 3 3

外 町 小 学 校 7 1 2

長 松 小 学 校 22 3

西 唐 津 小 学 校 4 2

高 峰 小 学 校 1

高 島 小 学 校 1

佐 志 小 学 校 3

鏡 山 小 学 校 2

鬼 塚 小 学 校 5

湊 小 学 校 2 1

成 和 小 学 校 3 1

大 志 小 学 校 5 3

浜 崎 小 学 校 2

玉 島 小 学 校 5 2

伊 岐 佐 小 学 校 2

肥 前 小 学 校 2

名 護 屋 小 学 校 5 2

打 上 小 学 校 1 5 3

加 唐 小 学 校 1

呼 子 小 学 校 2

小 川 小 学 校 4 1

七 山 小 学 校 3

小 学 校 計 49 28 37

第 一 中 学 校 3 3 3

第 五 中 学 校 16 3 5

鬼 塚 中 学 校 3

湊 中 学 校 3

西 唐 津 中 学 校 5

浜 玉 中 学 校 3

相 知 中 学 校 4

北 波 多 中 学 校 4 1

馬 渡 中 学 校 1 5

海 青 中 学 校 1

七 山 中 学 校 3

中 学 校 計 19 29 18

合 計 68 57 55

小
学
校

中
学
校

トイレ洋式化整備年次計画 別紙

学 校 名
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